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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年6月7日(2013.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
口腔の疾患または病気を処置するのに有用な化合物を同定する方法であって、その方法が
以下の：
　口腔の疾患または病気を患う哺乳類から得た第１の歯肉試料を試験化合物と接触させ；
　前記の哺乳類の口腔から得た第２の歯肉試料を陽性対照と接触させ、ここで前記の陽性
対照は１種類以上のマトリックスメタロプロテイナーゼ類の発現を下方制御することが知
られている化合物であり、かつ、前記の陽性対照がハロゲン化ジフェニルエーテルであり
；
　前記のマトリックスメタロプロテイナーゼ類の１種類以上の発現が前記の試験化合物に
より下方制御される程度を測定し；
　前記のマトリックスメタロプロテイナーゼ類の１種類以上の発現が前記の陽性対照によ
り下方制御される程度を測定し；そして
　前記のマトリックスメタロプロテイナーゼ類の１種類以上の発現が前記の試験化合物に
より下方制御される程度を前記のマトリックスメタロプロテイナーゼ類の１種類以上の発
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現が前記の陽性対照により下方制御される程度と比較する；
ことを含み、前記のマトリックスメタロプロテイナーゼ類の１種類以上の発現を前記の陽
性対照と同等の、またはより大きな程度まで下方制御する試験化合物が口腔の疾患または
病気を処置するのに有用な化合物である、前記方法。
【請求項２】
前記の１種類以上のマトリックスメタロプロテイナーゼ類がＭＭＰ－８、ＭＭＰ－９、お
よびＭＭＰ－１３からなるグループから選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記の陽性対照がＭＭＰ－８、ＭＭＰ－９、およびＭＭＰ－１３の発現を下方制御する、
請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
前記の口腔の疾患または病気が歯肉炎または歯周炎である、請求項１～３のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項５】
陽性対照がトリクロサンである、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
前記の試験化合物が前記のマトリックスメタロプロテイナーゼ類の１種類以上の発現を前
記の陽性対照より大きな程度まで下方制御する、請求項１～５のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項７】
前記の試験化合物がＭＭＰ－９、およびＭＭＰ－１３の発現を前記の陽性対照より大きな
程度まで下方制御する、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
前記の試験化合物がＭＭＰ－８、ＭＭＰ－９、およびＭＭＰ－１３の発現を前記の陽性対
照より大きな程度まで下方制御する、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
前記の陽性対照がＭＭＰ－８の発現を下方制御する、請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
前記の陽性対照がＭＭＰ－９の発現を下方制御する、請求項２に記載の方法。
【請求項１１】
前記の陽性対照がＭＭＰ－１３の発現を下方制御する、請求項２に記載の方法。
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